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令和７（2025）年度 ▶ 令和 11（2029）年度

第２次八千代市地域福祉計画・
八千代市地域福祉活動計画

認め合い  共に生きる  わがまち  八千代市
～ 一人ひとりを大切に ～

八千代市
社会福祉法人  八千代市社会福祉協議会

概要版
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ボランティア活動や地域活動を通じ
て，支え合い・助け合いの機能を高めて
いくことは，地域の生活課題を解決する
ために重要なことです。
みなさんがそのことを理解し，主体的

に取り組み，福祉の土壌を育んでいく文
化を本市では「ふくし文化」として捉え
ています。

“ふくし文化”とは？ 

計画の考え方

この計画は，本市に暮らすすべての人が，支え合い・助け合う「ふくし文化」の下に，協
働して一人ひとりを大切にした地域福祉の取組を推進するものです。

本市では，「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」を両輪としながら，その理念や取組
などを市と社会福祉協議会（社協）が共有・連携して，地域福祉を推進していきます。

基本理念
認め合い　共に生きる　わがまち八千代市

～　一人ひとりを大切に　～
認め合い　共に生きる　わがまち八千代市

～　一人ひとりを大切に　～

八千代市
地域福祉計画

地域福祉を推進するための
「理念」「しくみ」

地域福祉の理念の共有
（役割分担・相互連携・補完・補強）

地域福祉を推進するための
市民主体の自主的な

「行動計画」

八千代市社会福祉協議会
地域福祉活動計画

みなさんが暮らす八千代市には, 子ど
もやお年寄り, 障害のある方や病気の方
などいろいろな人が一緒に暮らしてい
ます。そんな地域のみなさんが, その人
らしく幸せな生活を送れるように, みん
なで協力しあって, いろいろな問題の解
決を目指し地域づくりを進めていくこ
とです。

地域福祉とは？ 

福祉課題は多様化・
複雑化しています
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「第２次八千代市地域福祉計画・八千代市地域福祉活動計画」は，令和７年度から令和 11
年度までの５年間の計画となります。

「地域福祉計画」は，社会福祉法第 107 条に規定する市が策定する計画です。

「地域福祉活動計画」は，公共性・公益性の高い地域福祉推進の中核的組織として位置付
けられる社協の役割として策定する計画です。

この計画に，「重層的支援体制整備事業実施計画」並びに「成年後見制度利用促進基本計
画」を位置づけて一体的に推進します。

計画の位置付け

第２次八千代市地域福祉計画・
八千代市地域福祉活動計画

７年度年度
区分 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度

八
千
代
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

（
老
人
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
）

八
千
代
市
障
害
者
計
画
・
障
害
福
祉
計
画
・

障
害
児
福
祉
計
画

そ
の
他
福
祉
に
関
す
る
計
画

八
千
代
市
こ
ど
も
計
画

八
千
代
市
地
域
福
祉
活
動
計
画

（
八
千
代
市
社
会
福
祉
協
議
会
）

そ
の
他
行
政
計
画（
八
千
代
市
地
域
防
災
計
画
・

や
ち
よ
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
等
）

千
葉
県
地
域
福
祉
支
援
計
画

八千代市地域福祉計画

八千代市成年後見制度利用促進基本計画

八千代市重層的支援体制整備事業実施計画

八千代市総合計画

連 携連 携

八
千
代
市
健
康
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン

八
千
代
市
い
の
ち
を
支
え
る
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
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支え合い，助け合いの「ふくし文化」を支え合い，助け合いの「ふくし文化」を
はぐくむ人づくりはぐくむ人づくり

コミュニティスペース　ほっこり 世代間交流事業

１１基本目標基本目標

●多様な生き方や多文化を認め合い，地域共生社会への市民理解が深まるよう取り組みます。

●ボランティアなどの地域組織と連携しながら，みんなの居場所づくりを推進します。

●「ふくし文化」をはぐくんでいくボランティア活動や地域活動を推進します。

施策11
◆地域共生社会に向けた啓発の充実
◆福祉教育の推進（講演会，研修会
など）

◆多文化共生の理解促進

施策22
◆地域交流場所等の情報提供
◆地域の福祉活動・市民活動の支援
◆子ども・親子の交流機会の支援

施策33
◆市民活動・ボランティア活動の
活性化支援　

◆地域の見守り・助け合い活動の
推進

◆子育て支援の充実
◆生活支援体制の充実

※八千代市地域福祉計画及び地域福祉活動計画策定・推進協議会におい
て，特に取り組むべき事項とされた施策を『重点』としています。

施 策基本目標１

多様な生き方や多文化を認め合う
市民理解の促進

地域の居場所づくりの推進

ボランティア・地域活動の推進

支え合い , 助け合いの「ふくし文化」を
はぐくむ人づくり １

２

３

重点①重点①

基本目標

１
施 策

地域の取組地域の取組

市の取組市の取組
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福祉バザー中学校　防災寺子屋

22基本目標基本目標

●防災を通じた福祉のまちづくりを推進していきます。

●地域の移動支援策の充実を図るとともに，生活の行動手段の工夫について検討を進めます。

●誰もが自分らしく生きられるよう，権利擁護を進める地域の支援体制の充実を図ります。

●情報提供などを通じて，活動のすそ野を広げていける取組を推進します。

施策44
◆地域防災活動の促進
◆避難行動要支援者の
支援

施策55
◆移動支援サービスの充
実

◆生活の行動手段の検討
◆ユニバーサルデザイン
の推進

施策66
◆権利擁護支援の推進
◆ＤＶ・虐待等の防止

施策77
◆ 助け合い活動の担い
手の育成・確保

◆住民組織・地域活動の
支援

誰もが安心して生きがいをもって暮らせる誰もが安心して生きがいをもって暮らせる
福祉のまちづくり福祉のまちづくり

誰もが安心して生きがいをもって
暮らせる福祉のまちづくり 防災を通じた福祉のまちづくりの推進

生活の行動手段の工夫と体制整備

権利擁護を進める支援体制の充実

助け合い活動の担い手の養成

４

５

６

７

重点②

重点③

基本目標

２
施 策

地域の取組地域の取組

市の取組市の取組
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市の取組市の取組

地域福祉を進める包括的支援の体制づくり地域福祉を進める包括的支援の体制づくり

●複合化・複雑化している福祉ニーズに対し，誰一人取り残さない福祉総合相談体制を充実させ
ていきます。

●ニーズに応じて様々な情報伝達手段を工夫しながら，必要な情報を必要な人に伝えていきます。

●地域の医療・福祉サービスの提供基盤を充実し，関係部署が連携して取り組みます。

●支援が必要な人に対し，多機関が協働して包括的支援のネットワークを構築していきます。

施策88
◆福祉の総合相談体制の
整備

◆身近な相談窓口の充実
◆ひきこもり，ホームレス
等への支援

◆再犯防止に関する対策
の推進

施策99
◆福祉等に関する情報
提供の充実

◆情報配信手段の充実

施策1010
◆医療・福祉サービスの
提供基盤の充実

◆福祉課題に対する各種
制度の有効利用の促進

施策1111
◆多機関協働によるネッ
トワークの構築

◆地域組織・企業等との
連携強化

健康講座 福祉委員研修

33基本目標基本目標

地域福祉を進める包括的支援の
体制づくり 誰一人取り残さない福祉総合相談体制の整備

必要な情報の伝達手段の推進

医療・福祉サービス基盤の充実

多機関協働による包括的支援の
ネットワークの構築

８

９

10

11

重点④

重点⑤

基本目標

３
施 策

地域の取組地域の取組
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わがまち元気プロジェクト（地域懇談会）の様子わがまち元気プロジェクト（地域懇談会）の様子

上高野原地区

計画策定に際し，市内 21 の社協支会
の地区ごとに『わがまち元気プロジェク
ト』を開催し，これまでの取組等によっ
て充実した内容や地区の課題を共有した
うえで，これからの取組を整理しました。

八千代台西北地区

勝田台地区

地区別計画について 

住民一人ひとりの福祉課題を地域全体
の課題として捉え，その解決に向けお互
いに支え合いながら，誰もが安心して暮
らせるまちづくりを地域の皆さんが主体
となって活動するための組織です。

社協支会とは？ 

地域の皆さんと話し
合って, できること
から取り組みが進め
られています。

PTA
子ども会

自治会
地域住民

ボランティア
NPO

民生委員等
制度ボランティア

保健・医療
福祉関係者

行 政
学 校

当事者団体

企 業

これから
自分たちが
できること



計画を推進して
いくために

市民一人ひとり市民一人ひとり

地域団体や事業所等地域団体や事業所等

市の取組市の取組

○ボランティア活動や地域活動に積極的に参加しましょう。

○ボランティアに必要な知識を身につけるため，研修等に
参加しましょう。

○企業や社会福祉法人等が取り組む社会貢献活動を応援し
ましょう。

○地域活動団体等はボラン
ティア活動希望者を積極的
に受け入れましょう。

○これまでに培ったノウハ
ウを地域のボランティア研
修や講演会等に活用しま
しょう。

○ボランティア講座やリー
ダーを養成する研修等への
参加を呼びかけましょう。

○各種団体のノウハウを地
域福祉活動に活用していき
ましょう。

○社会福祉法人・NPO 法人
などと連携して地域福祉の
ネットワークの輪を構築し
ていきましょう。

社会福祉協議会社会福祉協議会

○生活支援員の育成及びス
キルアップ（能力や技能の
向上）に努めます。

○福祉・医療従事者との連携
を拡充します。

○ボランティアリーダーを
養成します。

○企業のＣＳＲ（企業の社会
的責任）活動を支援します。

○社会奉仕団体等の会合に
出向き，地域課題の共有及
び地域貢献活動・地域福祉
活動の啓発を実施します。

○社会福祉法人による公益
的な取組を支援します。

○自治会や地域団体，ボランティア団体等の定例会などを活
用して福祉情報の提供や研修等を行い，地域人材の育成を
支援します。

○関係機関と連携して，社会福祉従事者の専門性の向上に努
めます。

○各部署において，地域団体等と協働して，課題の解決に向
けた取組を推進します。

○地域課題等の解決に向けて，民間企業等との協定を結び,
連携して取り組みます。

第２次八千代市地域福祉計画・地域福祉活動計画【概要版】
発　行　日／令和７年３月　　　

発行・編集／八千代市　健康福祉部　福祉総合相談課
社会福祉法人　八千代市社会福祉協議会

地域福祉活動がより活
発に行えるよう，地域福
祉を進める人材の育成と
確保に努めるとともに，
地域の関係団体等と協働
して取組を推進していき
ます。

みんなでみんなで


